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1．現行制度の枠組みと一元化の必要性 
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ー表示のルールが複雑化した主な背景ー 
◎ 消費者ニーズの多様化 
◎ 生産～消費(フードチェーン)間が多段階・複
雑化→生産～消費間の乖離が進展し、川上
に対する不安感が増大→情報提供による信
頼確保 

◎ 個人小売店舗の減少→無言販売形態の増
加による「表示」依存 

◎ 「国産」等表示による産地振興制度の強化
→外国産との差別化対策としての「表示」 

◎ 国際的調和の対応→国際ルールの導入 
◎ 表示偽装事件の増大→規制強化 4 



主な食品表示制度の変遷 
◎昭和２２年：食品衛生法制定 
◎昭和２３年：一部食品等につき表示すベき事項を規定 
◎昭和２５年：ＪＡＳ法制定 
◎昭和２７年：栄養改善法制定 
（◎昭和４３年：消費者保護基本法） 
◎昭和４４年：容器包装加工食品に製造者氏名、一定の添加物等表示の義務づけ 
◎昭和４５年：品質表示基準制度創設 
◎平成元年：全ての添加物につき表示の義務づけ 
◎平成３年：特定保健用食品制度創設・特別用途食品の規定 
◎平成６年：製造年月日から期限表示へ 
◎平成７年：製造年月日から期限表示へ、栄養表示基準制度の創設 
◎平成１１年：全ての飲食料品に品質表示を義務づけ 
◎平成１３年：遺伝子組換え食品に係る表示の義務づけ、アレルギー物質の表示 
        の義務づけ、栄養機能食品の表示基準制定 
◎平成１４年：健康増進法制定 
（◎平成１６年：消費者基本法） 
◎平成１５年：食品衛生法の目的改正、品質保持期限を賞味期限に統一、 
         誇大表示の禁止追加 
◎平成１７年：２０食品群の原料原産地表示の義務づけ 
◎平成２０年：業務用食品への表示の義務化 

赤字；食品衛生法 
緑字；ＪＡＳ法 
青字；健康増進法 
黄字；複数法 
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消費者庁「食品表示一元化検討会」資料より 
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消費者庁「第１回食品表示一元化検討会」資料より 

現行の食品表示関係法と表示例 
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醤油のラベルを例とした記載表示事項数の推移 
(宮城県内の醤油ラベル15件について) 
記載事項 1975年(全15商品中) 1995年(全15商品中) 
商品名 １５ １５ 

荷印・小印 １５ １５ 
一括表示 １５ １５ 

JASマーク １５ １５ 
保存方法 １０ １５ 
商品の特徴 ５ １０ 
バーコード ５（一升瓶含む） １１（一升瓶含む） 

語句（特選・うす塩） ８ １２ 
注意表示 ９ １３ 

栄養成分表示 １ ４ 
リサイクル識別表示 ０ ０ 

キャップの取り外し方 ０ ０ 
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1974年 

1990年 

2005年 

バーコードや製造方式などが追加 

一括表示が枠で囲まれ、キャップのはずし方やリサイクル表示、遺伝子
組換え大豆についてなど、様々な情報が盛り込まれ、荷印が一つに 9 



  目的が異なる個別法により規定 
・食品衛生法：食品の安全性の確保のた  
 めに公衆衛生上必要な情報  
・ＪＡＳ法：消費者の選択に資するため  
 の品質に関する情報  
・健康増進法：国民の健康の増進を図る 
 ための栄養成分及び熱量に関する情報 
 →重複や用語の使い方の相違等 
 →消費者、事業者にとってわかりづらい 
 →「食品の表示に関する共同会議」等に 
  おける対応によっても完全な統合困難。 
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消費者庁「第１回食品表示一元化検討会」資料より 11 



消費者庁「第１回食品表示一元化検討会」資料より 12 



「食品表示一元化検討会」の趣旨と検討項目 

(趣旨) 

 これまで、消費者庁においては、JAS法、食品衛生法、健康
増進法等の食品表示の関係法令の統一的な解釈・運用を行う
とともに、現行制度の運用改善を行いつつ課題の把握等を行
い、課題の把握等について一定の成果が得られたこと等から
「食品表示一元化検討会」を開催し、消費者、事業者の御意
見も伺いつつ、食品表示の一元化に向けた検討を開始。 

  

(検討項目)  

（１）食品表示の一元化に向けた法体系のあり方  

（２）消費者にとってわかりやすい表示方法のあり方  

（３）一元化された法体系下での表示事項のあり方    等  

 ◎「平成２４年度中に一元化法案国会提出」閣議
決定 13 



14 
一部消費者庁ＨＰより 

食品表示法 

食品表示一元化のイメージ 
食品の提供サイド 
と消費サイドの対策 
が相まって効果あり 



H27.4月現在 
27.4.1 

◎生鮮食品 
1年6か月 

◎加工食品・ 
添加物5年 

H32.4 

Q＆Ａ・機能性ガイドライン 
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2．食品表示に対する消費者の意識 
   （Ｗｅｂ調査H23.12.27-28) 
 対象;男女各1,000人、 
                  有効人数1,083人  
                (消費者庁調査) 
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購入の際に参考にする項目(一つを選択) 
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分かりにくい理由(複数回答) 
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文字の大きさと情報量について 

情報の表示以外の媒体利用について 

19 



3. 食品表示法における現行制度 
     との変更内容 
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新制度の目的の定め方 
 食品の特性を踏まえ、消費者基本法の基本理念の実
現に向けた取組の推進 

              （出来るだけ簡明に）  
 安全性確保情報の確実な提供を最優先として、商品選
択上の判断に影響を及ぼす重要情報の提供 

(法１)食品を摂取する際の安全性の確保＋自主的かつ
合理的な食品の選択の機会の確保 

  →基準の策定その他必要な事項を定め、適正を確保
することにより、 

  ①一般消費者の利益増進 
  ②３法による措置と相まって国民の健康保護・増進＋
食品の生産・流通の円滑化に寄与 
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「消費者基本法」 (平成16年6月)の基本理念
と食品表示の役割 

１）安全が確保される権利 

２）必要な情報を知ることができる権利 

３）(商品、役務について)適切な選択を行える権利 

４）被害の救済が受けられる権利 

５）消費者教育を受けられる権利 

６）意見が(消費者政策に)反映される権利 

7)消費者自らの利益を擁護する権利 

8)利益の増進のための行動の権利 

(法3)基本理念: 
 表示の適正確保のための施策は、 
 ①上記権利に基づく消費者の自立を支援することを基本 
 ②食品の生産等の現況等を踏まえ、小規模食品関連事業者等 
   の事業活動に及ぼす影響等に配慮 
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用語の統一 
(現行) 
◎ 個別法ごとに定義、用語が不統一 
 [「製造者」と「加工者」、「生鮮食品」と「加工食品」など] 
◎ 法律、府令、告示、通知等根拠が不整合 
                (３法統一) 
◎ 定義、用語の統一・整理 
◎ 根拠を整理し、ルールを一覧化 
(法2)定義： 
 ｢食品」→全ての飲食物(薬事法の医薬品・医薬外品 
       を除き、食衛法の添加物を含む) 
 「酒類」→酒税法の酒類 
 「食品関連事業者等」→ 
 ①食品の製造・加工・輸入又は販売を業とする者(食品関連事
業者)＋②販売者 23 



食品表示法の施行に伴う酒の取扱いに
ついて 

酒税保全法 
・酒税保全の観点からの表示事項(アルコー  
 ル分、税率適用区分等)を規定 
・酒類の特性等を踏まえた表示事項(吟醸  
 酒等の特定名称、未成年者飲酒防止等に 
 関する表示等)を規定(国税庁告示) 
 
※一部の品目の酒類については、原材料 
  等の表示を公正競争規約で規定。 

現行制度
を継続 
 
現在の酒税保
全法に基づく
基準により運
用。 

食品衛生法 
食品・添加物について表示義務 

健康増進法 
栄養表示について規定(任意表示) 

食品表示法に移行 
現行の食品表示法・健康増進法に
よる表示事項(食品・添加物、栄養
表示)については、食品表示法で
定める基準にそそのまま移行予定。 

※原材料等
の表示事項
の酒類にお
ける取扱いに
ついては、法
施行後必要
性も含め検
討。 
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情報の重要性の整序 
◎情報の重要性は消費者や食品によって異なる 
 →表示されている事項の全てを見ている消費者 
   は必ずしも多くはない。 
◎できる限り多くの情報を表示させることを基本に検討 
  を行うことよりも、より重要な情報がより確実に消費 
  者に伝わるようにすることを基本に検討を行うこと 
  が適切(表示義務として行政が積極的に介入すべ 
  きは特に安全性確保に関する情報) 
 
 情報の重要性に違いがあることを前提とした制度設計 
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食品表示法の執行の流れ 

指示 
（第６条第１項、
第３項） 

命令 
（第６条第５項） 

・内閣総理大臣…立入検査、報告徴収、物件提出、収去（第８条第１項） 
・農林水産大臣（酒類以外の食品）…立入検査、報告徴収、物件提出（第８条第２項） 等 
・財務大臣（酒類）…立入検査、報告徴収、物件提出（第８条第３項） 
 
※権限の委任 内閣総理大臣→消費者庁長官、都道府県知事等、農林水産大臣→地方支分部局の長・都道府県知事、 
           財務大臣→国税庁長官・地方支分部局の長 

回収等命令 
（第６条第８項） 

消費者庁 
農林水産省 
財務省 
（都道府県等） 

消費者庁 
（都道府県等） 

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を
及ぼす事項について、食品表示基準に従った
表示をしない場合 

消費者庁 
（都道府県等） 

原産地（原材料の
原産地を含む。）
の虚偽の表示 

１年以下の懲役又は100
万円以下の罰金 
（第20条） 

３年以下の懲役 
若しくは300万円以下
の罰金又は併科 
（第17条） 

２年以下の懲役若しくは
200万円以下の罰金又は
併科 
（第18条） 

２年以下の懲役
又は200万円以
下の罰金 
（第19条） 

表示事項を表示せず 
又は遵守事項を遵守しなかった場合 

立入検査
等を拒んだ
とき 

50万円以下の
罰金 
（第21条） 

緊急の必要性 
生命又は身体に対する危 
害の発生又は拡大の防止 

表示違
反 命令違反 命令違反 

立
入
検
査
等 

指
示
・命
令 

罰
則 
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法人に対する罰則の強化 

第２２条；法人が消費者の生命又は
身体に対する危害の発生又は拡大
の防止を図るため緊急の必要があ
ると認めるときに行われる命令に対
し、違反行為をしたとき 
 罰金；１億円以下→３億円以下 
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(法11)差止請求権：著しく事実に相違する表 
 示行為・おそれへの適格消費者団体の差 
 止請求権(特定商取引法、景品表示法と同 
 様規定) 
(法12)申出：何人も表示が適正でないため一 
 般消費者の利益が害されていると認めると 
 き内閣総理大臣に申出可→必要な調査に  
 より、事実なら適切な措置(JAS法規定の並び) 
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4. 内閣府令における新たな 
  食品表示基準の内容 
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食品表示基準骨格イメージ 

消費者委員会資料より 
30 
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基本的に「JAS法」の定義に基づく 
↑ 

「生鮮食品」「加工食品」のいずれを問わず 
食品衛生法の規定は適用 

１ 加工食品と生鮮食品の区分の統一 
現行制度からの主な変更点 
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異種混合の定義 

異種混合の
種別 考え方 区分 

組合せ・盛り
合わせ 

各々の生鮮食品を単に組み合
わせたり盛り合わせただけで、
ばらばらに飲食、調理等される
ことが想定されるもの 

生鮮食品 

混合 

各々の生鮮食品が混合されて、
１つの商品としてそのまま飲食、
調理等されることが想定される
もの 

加工食品 

食品を摂取する際の安全性の観点及び事業者の実行可
能性を踏まえ、さらなる商品実態や消費者が選択する際
の食品表示に関する意識も調査した上で、検討が必要 
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  「生鮮食品」には原産地表示、「加工食品」に
は期限表示が義務づけされている。次の食品
はどちらか？ 

①キャベツ丸ごと 
②キャベツの千切り  
③キャベツの千切り＋赤キャベツの千切り  
④キャベツ千切り＋カットレタス  
⑤メバチマグロ赤身  
⑥メバチマグロ赤身＋メバチマグロ中トロ  
⑦メバチマグロ赤身＋みずだこ(生)  
⑧牛ロース＋牛カルビ  
⑨牛ロース＋豚ロース  
⑩牛ロース＋牛塩タン 

34 



35 



新たな食品表示法における表示責任者
の表示 
◎ 現行のＪＡＳ法と同様に、表示責任者の欄には、  
 それぞれの業態に合わせ、「製造者」、「加工者」、 
 「販売者」又は「輸入者」と表示 
◎ 欄名には、最終的な衛生状態の変化が生じた 
 製造や加工を行う場所であるということが分かる 
 ようにするため、「製造所」、「加工所」（輸入の場 
 合は「輸入元」又は輸入者の営業所所在地であ 
 ることが分かる語） 
  →記載製造所固有記号と併せて議論 
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・原則として、２以上の工場で製造する商品のみに利用可能 
・製造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかの事項を
表示 
 ①製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者 
  の連絡先 
 ②製造所所在地等を表示したＨＰアドレス等 
 ③当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等 
上記案に加え、委員から出された代替案について、事業者、 
消費者から意見聴取し、その結果を踏まえて検討。 

２ 製造所固有記号の使用に係るルールの改善 
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パブコメ案からの主な変更点① 

消費者委員会資料より 38 



・代替表記は存続。特定加工食品（例：マヨネーズ）  
 及びその拡大表記（例：からしマヨネーズ）は廃止。 
・代替表記の拡大表記のうち、卵の「卵白」、「卵黄」 
  は廃止。 
・消費者の商品選択の幅を広げるため、個別表示を 
 原則とし、例外的に一括表示を可能とする。 
 

3 アレルギー表示に係るルールの改善 

・一括表示については、アレルゲンそのものが原材 
 料に使用されている場合や、代替表記等で表示され 
 ているものも含め、一括表示欄に全て表示することと 
 する。 
・個別表示の繰り返しになるアレルゲンの省略につい 
 ては、最新の知見を踏まえ、仕組みの一部改善を図 
 る。 39 



特定原材料(表示義務) 

特定原材料に準ずるもの 
(表示推奨［任意表示]) 

40 
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◎ 表示方法 
① 原材料の場合は、全て「（～を含む）」と表示  
② 添加物の場合、原則、「（～由来）」と表示 
③これまで個別表示をするか、一括表示をするか  
 は、事業者の判断で選択。一括表示についても相 
 当程度普及していること、また、一覧性があるなど 
 のメリットを踏まえ、個別表示により難い場合や個 
 別表示がなじまない場合などは、一括表示も可能 
 。その場合にあっても、食物アレルギーの病態を 
 理解し、どのような表示が患者にとってふさわしい 
 か考慮した上で表示。 42 



◎ 一括表示の例 

43 



◎ 繰り返し表示は省略可能 

44 



 ・食品関連事業者に対し、原則として、全ての消費  
 者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示を 
 義務付け 
 【義務】エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、 
 ナトリウム（「食塩相当量」で表示） 
 【任意（推奨）】飽和脂肪酸、食物繊維 
 【任意（その他）】糖類、糖質、コレステロール、ビタミ  
 ン・ミネラル類 
 ・①消費税法第９条に規定する小規模事業者（課税  
  期間に係る基準期間における課税売上高が1000  
  万円以下の事業者）、②業務用食品を販売する事 
  業者及び③食品関連事業者以外の販売者は、表 
  示しなくともよい。 

４ 栄養成分表示の義務化  
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項目 現状 目標 

適正体重維持者の増加 
 ・２０～６０歳代男性の肥満者の割合 
 ・４０～６０歳代女性の肥満者の割合 
 ・２０歳代女性のやせの者の割合 

(平成２２年) 
３１．２％ 
２２．２％ 
２９．０％ 

(平成３４年) 
２８％ 
１９％ 
２０％ 

食塩摂取量の減少 (平成２２年) 
10.6ｇ 

(平成３４年) 
８ｇ 

食品中の食塩や脂肪の低減に取り組
む食品企業及び飲食店の登録数の増
加 

(平成２４年) 
14 社 

17,284 店舗 

(平成３４年) 
100 社 

30,000 店舗 

    (表2) 栄養表示制度について 
健康日本21（第２次）における栄養・食生活に関する目標（抜粋） 
（健康日本２１：「栄養・食生活」、「身体活動・運動」など９つの対象分野に80項目の目標） 
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消費者委員会資料より 

食塩が使用されていない時に限り 
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消費者委員
会資料より 
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【相対表示（コーデックスの考え方を導入）】 
・低減された旨の表示をする場合（熱量、脂質、飽 
 和脂肪酸、コレステロール、糖類及びナトリウム） 
 及び強化された旨の表示をする場合（たんぱく質 
 及び食物繊維）には、絶対差に加え、新たに、25 
 ％以上の相対差が必要（栄養強調表示をするた 
 めの要件の変更） 
 

５ 栄養強調表示に係るルールの改善     
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栄養成分等が少ないことを強調する表示 
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栄養成分を多く含んでいることを強調する表示 
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・強化された旨の表示をする場合（ミネラル類（ナ 
 トリウムを除く）、ビタミン類）には、「含む旨」の 
 基準値以上の絶対差に代えて、栄養素等表示 
 基準値の10％以上の絶対差（固体と液体の区 
 別なし）が必要（絶対差の計算方法の変更） 
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【無添加強調表示（コーデックスの考え方を
導入。新規）】 
 食品への糖類無添加に関する強調表示及
び食品へのナトリウム塩無添加に関する強
調表示（食塩無添加表示を含む）は、それぞ
れ、一定の条件が満たされた場合にのみ行
うことができる。 
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   諸外国における栄養表示の動向 

消費者庁参考資料より 59 



栄養表示基準の改正イメージ（合理的な方法に基づく表示値の設定) 

表現例 

合理的な方法により得られた値の表示を行う場合は、下記の
いずれかの表現を記載すること。 
『この表示値は、目安です。』 
『推定値』 
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(1)対象成分の追加 
 栄養成分の機能が表示できるものとして、新たに「n-３系脂肪酸」
，「ビタミンＫ」，「カリウム」を追加 
(2)対象食品の範囲の変更 
 鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の基準の適用対 
  象に。 
(3)表示事項の追加・変更 
・栄養素等表示基準値の対象年齢（１８歳以上）及び基準熱量（ 
 2,200ｋｃａｌ）に関する文言を表示 
・特定の対象者（疾病に罹患している者、妊産婦等）に対し、定型文 
 以外の注意を必要とするものにあっては、当該注意事項を表示 
・栄養成分の量及び熱量を表示する際の食品単位は、1日当たりの 
 摂取目安量とする。 
・生鮮食品に栄養成分の機能を表示する場合、保存の方法を表示 

◎ 栄養機能食品に係るルールの変更 
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・食品添加物以外の原材料及び食品添加物の区分 
 により、原材料に占める重量の割合の多いものか 
 ら順に記載することを基本 
 →「パン類、食用植物油脂、ドレッシング及びドレッ  
  シングタイプ調味料、風味調味料」のルール変更 
  
 
 

６ 原材料名表示等に係るルールの変更      
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・複合原材料表示について、それを構成する原材料 
 を分割して表示した方が分かりやすい場合に構成  
 する原材料を分割して表示可能 
 
①中間加工原料を使用した場合であって、消費者が  
 その内容を理解できない複合原材料の名称の場合 
②中間加工原料を使用した場合であって、複数の原 
 材料を単に混合（合成したものは除く）しただけ等、 
 消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供 
 するメリットが少ないと考えられる場合 
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【一般消費者向けの添加物】 
 新たに、「内容量」「表示責任者の氏名又は
名称及び住所」を表示 
 
【業務用の添加物】 
 新たに、「表示責任者の氏名又は名称及び
住所」を表示 

７ 販売の用に供する添加物の表示に係るルール 
  の改善   
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 安全性に関する表示ルールをよりわかりや
すくする観点から、通知等に規定されている
ルールを、新たに、食品表示基準に規定 
（フグ食中毒対策の表示及びボツリヌス食中
毒対策の表示） 

８ 通知等に規定されている表示ルールのうち、 
  基準に規定するもの   
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【表示可能面積が30cm２以下の場合】 
 安全性に関する表示事項（「名称」、「保存方
法」、「消費期限又は賞味期限」、「表示責任者」
及び「アレルゲン」）については、省略不可 
 
【添加物以外の原材料と添加物】 
 区分を明確に表示 
 
 

９ 表示レイアウトの改善   
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消費者委員会資料より 68 



消費者委員会資料より 69 



5. 機能性表示食品制度について 
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第177回消費者委員会本会議資料 71 



食品の機能性 

栄養機能(1次機能) 

感覚機能(2次機能) 

体調調節機能(3次機能) 

(生命維持) 

(生体の生理機能調整) 

＝機能性食品 

(食事を楽しむ味覚) 
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第177回消費者委員会本会議資料 

保健機能食品 
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ー保健機能食品ー 
◎栄養機能食品(マークはない) 
   栄養成分の機能を表示 
    
    栄養表示基準 
 
◎特定保健用食品 
   摂取により特定保健目的が期待 
   できる旨を表示 
 
    健康増進法による承認 74 



いわゆる健康食品 
 
◎機能性食品 
主として試験管内実験や動物実験により得られた機能性。
国の承認を受けず。 

◎栄養補助食品 
◎健康補助食品 
◎栄養強化食品 
◎栄養調整食品 
◎サプリメント 
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食品の機能性表示に関する消費者意向等調査
結果[平成26年４月４日消費者庁]  

◎対象者：15～79歳の男女3,000名を全国の人 
  口構成に合わせて割当抽出 
◎調査実施時期：  平成26年３月５日～７日 
◎対象者の群分け:   
 ①20～64歳（疾病なし）     
 ②20～64歳（何らかの疾病あり）  
 ③65歳以上   
 ④15～19歳  
 ⑤健康食品を摂取している中学生以下の子ど 
   もを持つ者  
 ⑥妊娠中・妊娠計画中の者 
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「摂取することで、病気が治る」と思う者の割合は、グループ①に比べ、グ ループ
④[15～19歳]⑤[摂取している中学生以下の子供を持つ者]で高い傾向 

消費者庁H25度調査回答者3.416名 
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第177回消費者委員会本会議資料 78 



第177回消費者委員会本会議資料 79 



第177回消費者委員会本会議資料 80 



第177回消費者委員会本会議資料 81 



第177回消費者委員会本会議資料 82 



◎2014年10月31日に諮問された基準案に対し、消 
 費者委員会で審議した結果、 
・「検討会報告書」のうち、基準に記載されていない 
 事項がガイドライン等で全て網羅されて、安全性を 
 必ず確保。 
・速やかに検査体制を構築。定員・予算も十分構築。 
・届出後、根拠がないことが判明された場合の早急
な処分が科されるよう執行体制を構築。 
・「いわゆる機能性食品」のうち科学的根拠に基づく
ものが淘汰されるよう、表示、広告等の行政処分の
強化体制を構築。 
 等、9点の実施を前提として、同年12月9日に諮問 
 案承認の答申。 83 



「機能性表示食品」の容器包装への表示内容 
(1)機能性表示食品である旨 
(2)科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該 
  成分含有す る食品が有する機能性 
(3)栄養成分の量及び熱量 
(4)一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量  
(5)一日当たりの摂取目安量  
(6)届出番号  
(7)食品関連事業者の連絡先  
(8)摂取の方法  
(9) 摂取する上での注意事項  
(10)調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっ 
  ては当該注 意事項  
(11)その他、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言等 
84 



◎ 農林水産省において 
 「農林水産物と健康に関する研究  
  開発検討会」を設置 
◎ 同検討会において 
 「データ収集技術等小委員会」を  
  設置し、生産現場における具体
的な対応の参考となるよう、①成分
分析・サンプリング方法など規格設
定にかかる具体的な手順、②バラツ
キ抑制技術など品質管理の具体的
な手法、について検討 85 



第５回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会資料  86 



第５回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会資料  87 



第５回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会資料  88 



農林水産省農林水産技術会議事務局研究推進課資料 
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SR;システマティック・レビュー 
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農林水産省農林水産技術会
議事務局から、本年4月、 
参考手順書である「農林水産
物の機能性表示に向けた 技
術的対応について－生鮮食
品などの取扱い－」(41ページ
)が公表 
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6．今後企業等に求められる対応 
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◎ 個別課題や専門的内容に関する検討・環境整備 
  →消費者・事業者に対する情報の周知 
  →行政内の知識の普及と相談対応の強化(ワンポイント  
   サービス＋回答の同一性) 
  →理解度・活用実態について正確なモニタリグの実施 
◎ 積み残し課題等今後の検討に当たっては「食品表示一 
  元化検討会」 の報告等これまでの検討経緯を踏まえるこ  
  と 
◎ 消費者に対しての食育、特に学校教育の強化  
◎ 事業者における正確かつ適切なデータ管理の推進 
 ◆原材料等の購入元～社内(工場内)～製品の納品 
  までの「製品＋その関連の情報」の管理が必要 
 ◆特に、原産地、原材料、アレルゲン等→個別トレー 
  サビリティの導入促進 
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トレーサビリティの仕組み 
(チェーントレーサビリティ) 

農業者グループ 
農業法人 
個人生産者 小売 

 
 
 
 
市場 
卸 
 
 
 

生鮮履歴情報 
 
履歴と農薬の 
チェック 

消費者  
 
 
ＪＡ 
団体 
 

生産履歴 
情報開示 

生産履歴 
情報開示 

生産履歴 
情報開示 

事故発生時の追跡・遡及 

識別コード 
の発行 

物流ラベル 
バーコード 
（ケース単
位） 

（川上） （川下） 

商品ラベル 
（商品単位） 

 
 
集荷業者 
 

商品の流れ 

生産履歴・流通履歴 

発注情報 

生産履歴 
情報開示 

生産情報 
出荷実績 

にんじん 
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◎トレーサビリティの定義 

◆ Codex委員会総会(2004年6～7月)
での合意  

「生産、加工及び流通の特定の一つ又
は複数の段階を通じて、食品の移動
を把握できること」 

◎ 「移動を把握できる」；川下方向へ
追いかける追跡と、川上方向へ遡る
遡及の両方を意味 

個別トレーサビリティ 

チェーントレーサビリティ 
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ご清聴ありがとうございました。 
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